
－平成 24 年 3 月－

松江市健康福祉部障がい者福祉課

〒690-8540　　　　　　　　　
島根県松江市末次町 86 番地

TEL （0852）55-5304
FAX （0852）55-5309

E-mail s-fukushi@city.matsue.lg.jp 

大豆インクを使用してます。 　　 再生紙を使用してます。



【障がいの表記について】

　「松江市ひとにやさしいまちづくり条例」
の理念に基づき、「心のバリアフリー」を推進
するため「害」という漢字のマイナスの印象
を考慮し、障がい者の人権をより尊重する観点
から「障害」を「障がい」とひらがな表記に
することにします。（ただし団体や機関等の
名称については、今までどおり漢字による表
記にしています。）
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【申請窓口】

松江市障がい者福祉課

各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5304

FAX 55-5309

【運転適性相談】

○必要な方

・身体障がい者手帳所持

　者（必要な方のみ）

・精神障がい者保健福祉   

　手帳所持者

○相談窓口

・島根県運転免許センター

（☎ 36-7400、FAX 兼）

8　社会参加・社会復帰の支援8　社会参加・社会復帰の支援
①自動車運転免許取得費助成制度

　障がい者が手帳取得後に運転免許を取得する場合、教習所に支払った費用の
2/3 以内で 20 万円を限度に助成します。

○対象者
次の要件をすべて備えている方に限ります。

①運転免許取得日以前に、別表に該当する障がいの認定を受けている方であ
ること。

②申請日の 6 ヵ月前から引き続き松江市内に住所を有していること。
③運転免許の取得により就職が見込まれる等社会活動への参加に効果がある

と市長が認める方であること。
④過去に運転免許を受けた後、自己の責任において当該免許を失効させ、又

は当該免許の取消しの行政処分を受けた方でないこと。
⑤自動車教習所から卒業証明書の交付を受け、かつ、卒業証明書によりその

一部を免除された運転免許試験に合格し、運転免許証の交付を受けた方で
あること。

⑥運転免許の取得に関し、国・県・市町村等の助成を受けていない方である
こと。

⑦本人及び本人と生計を一にする同居親族の市町村民税所得割額の合算額が
所得制限額を超えない世帯に属する方であること。

○申請手続き
運転免許証の交付を受けた日から 1 年以内に申請してください。

【申請に必要な書類等】
ア　申請書
イ　身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の写し
ウ　運転免許証の写し（表及び裏）
エ　教習所料金等受領証明書
オ　所得状況等の調査に関する同意書
カ　運転適性相談の結果が分かる書類（必要な方のみ）
キ　印鑑

別表
手帳種別 障がいの区分 障がいの級

身体障がい者手帳

視覚障がい 1 級～ 4 級
聴覚障がい 2 級、3 級
平衡機能障がい 3 級
音声・言語・そしゃく機能障がい 3 級
心臓機能障がい 1 級、3 級
じん臓機能障がい 1 級、3 級
呼吸器機能障がい 1 級、3 級
ぼうこう又は直腸機能障がい 1 級、3 級
肝臓機能障がい 1 級～ 3 級
小腸機能障がい 1 級、3 級
肢体不自由（上肢） 1 級、2 級
肢体不自由（下肢） 1 級～ 6 級
肢体不自由（体幹） 1 級～ 3 級、5 級
脳原性運動機能障がい（両上肢） 1 級、2 級
脳原性運動機能障がい（1 上肢） 2 級
脳原性運動機能障がい（移動） 1 級～ 6 級

療育手帳 Ａ判定、Ｂ判定
精神障がい者保健福祉手帳 1 級～ 3 級
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②自動車改造費助成制度

　障がい者本人が自動車を改造して運転する場合、その費用（10 万円を限度）
を助成します。

○対象者
次の要件をすべて備えている方に限ります。
①松江市に住所を有する身体障がい者手帳の交付を受けている方であること。
②運転免許証に自動車を運転することについて（ハンドル、ブレーキ、アクセル

などの改造等について）必要な条件を付されている方であること。
③本人及び本人と生計を一にする同居親族の市町村民税所得割額の合算額が所

得制限額を超えない世帯に属する方であること。

○申請手続き
改造に着手する前に申請してください。

【申請に必要な書類等】
ア　申請書
イ　身体障がい者手帳の写し
ウ　運転免許証の写し（表及び裏）
エ　改造する自動車の車検証の写し（新車購入時に改造する場合は不要）
オ　改造見積書（改造箇所及び改造経費が分かるもの）
カ　所得状況等の調査に関する同意書
キ　印鑑

○改造後の手続き
改造が完了したときは、次の書類を提出してください。
ア　完了届
イ　改造前と改造後の写真（外観と改造箇所を撮影したもの）
ウ　改造した自動車の車検証の写し
エ　改造業者の請求書または改造費領収書の写し（改造箇所及び改造経費が分

かるもの）

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課

各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5304

FAX 55-5309
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障がいの種類 助成の対象とする障がいの等級

平衡機能障がい 3 級、5 級

肢体不自由

下肢 1 級、2 級、3 級

体幹 1 級、2 級、3 級

脳原性移動機能障がい 1 級～ 6 級

心臓機能障がい 1 級

車椅子を使用しなければ移
動が困難と認められる場合
に限る

じん臓機能障がい 1 級

呼吸器機能障がい 1 級

ぼうこう又は直腸機能障がい 1 級

小腸機能障がい 1 級

肝臓機能障がい １級

③福祉車両購入費（改造費）助成制度

　障がい者本人または介護者が所有する福祉車両（車椅子対応車両）の購入また
は改造に要する経費の 2/3 以内で、20 万円を限度に助成します。

○対象者
次の要件をすべて備えている方に限ります。
①松江市に住所を有する身体障がい者のうち、別表に掲げる障がいの等級の身

体障がい者手帳の交付を受けている方または障がい者本人と生計を一にする
介護者であること。

②本人及び介護者と生計を一にする同居親族の市町村民税所得割額の合算額が
所得制限額を超えない世帯に属する方であること。

○申請手続き
購入または改造に着手する前に申請してください。

【申請に必要な書類等】
ア　申請書
イ　身体障がい者手帳の写し
ウ　購入（改造）する車両の見積書（福祉車両の装備内容及び経費が分かるもの）
エ　改造する車両の車検証の写し（新規購入の場合は不要）
オ　改造する車両の改造前の写真（外観と改造箇所が分かるもの）
カ　所得状況等の調査に関する同意書
キ　印鑑

○購入または改造後の手続き
購入または改造が完了したときは、次の書類を提出してください。
ア　完了届
イ　購入（改造）した車両の車検証の写し
ウ　購入（改造）した車両の写真（外観と福祉車両の装備を撮影したもの）
エ　購入（改造）した業者の請求書または購入費（改造費）領収書の写し
　　（福祉車両の装備にかかる経費が分かるもの）

別表

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課

各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5304

FAX 55-5309
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④路線バス優待制度（バスカード）

　松江市にお住まいの障がい者手帳または被爆者健康手帳をお持ちの方に、市内
の路線バスが無料で乗車できる『優待バスカード』を発行します。

※重度障がいのため、屋外での移動に２人介護者が必要な方は、介護者用の優待バスカー
ドを上の表とは別に発行します。対象者の条件等、詳細についてはお問合せ下さい。

○申請手続き
　障がい者福祉課または各支所市民生活課へ障がい者手帳または被爆者健康手

帳を持参し、申請してください。
　
○紛失または破損したとき

再発行しますので、障がい者福祉課または各支所市民生活課へ障がい者手帳ま
たは被爆者健康手帳を持参し、申請してください。

○対象路線バス
松江市交通局（レイクラインを除く）
一畑バス㈱（高速バス、空港・隠岐汽船連絡バス・松江境港直行バスを除く）
日ノ丸自動車㈱（隠岐汽船連絡バスを除く）

⑤コミュニティバス運賃割引

大野、秋鹿、古江、本庄・持田、忌部、鹿島、島根、美保関、八雲、玉湯、宍道、
八束及び東出雲の各地区のコミュニティバスは、障がい者手帳または証明書等
の提示により運賃の割引を受けることができます。

対象者 優待シール
運　賃

本人 介護者

視覚障がい（1 級または 2 級）
の身体障がい者手帳所持者、療育
手帳（Ａ）所持者及びその介護者

（赤色） 無料
無料

（1 名）

身体障がい者手帳の「旅客鉄道株
式会社旅客運賃減額」第 1 種の
手帳所持者（視覚 1・2 級を除く）
とその介護者

（黄色） 無料
半額

（1 名）

身体障がい者手帳の「旅客鉄道株
式会社旅客運賃減額」第 2 種の手
帳所持者、療育手帳（Ｂ）所持者

（青色）

無料

精神障がい者保健福祉手帳所持
者、被爆者健康手帳所持者 無料

手帳所持者本人（＊）及びその介護人（1 名）

（＊）身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福
祉手帳、被爆者健康手帳、戦傷病者手帳、児童福祉法適
用者

運賃半額

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課

各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5304

FAX 55-5309

【問い合わせ】

松江市地域・交通政策課

☎ 55-5661

FAX 55-5535

※通勤、通学その他日常的にコミュニティバスをご利用の方で、定期券を購入しておられ
る場合は、定期券購入代金の助成制度があります。（P80 障がい者（児）コミュニティ
バス定期券購入代金助成）
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⑥障がい者（児）コミュニティバス定期券購入代金助成

　松江市にお住まいの障がい者手帳をお持ちの方で、通勤・通学その他日常的に
松江市コミュニティバスを利用しておられる方に対し、定期券購入代金を助成し
ます。

助成対象者

○以下の条件を全て満たす方です。
・松江市に住民票がある方
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のい

ずれかをお持ちの方
・コミュニティバスの定期券を購入し利用しておられる方。

○次の場合は対象となりません。
・通勤・通学費用にかかる他制度からの助成や補助金等を受けて

いる場合
・勤め先や学校に通勤手当・通学手当等の制度がある場合
・勤め先や学校に送迎バスがある場合（※ただし、自宅から送迎

バス発着場所までコミュニティバスを利用しているような場合
は対象となります。）

助成対象経費
コミュニティバスの定期券購入代金（本人分、障がい者割引後の
金額）
※バスカード、回数券、現金での利用は対象となりません。

申請に必要なもの

○申請書
○印鑑
○振込先口座の分かるもの
○通勤手当を受けていないことの証明書（※就労している場合の

み必要。）
○使い終わった定期券の現物（※コピーしたものは不可。）

新しい定期券を購入する際、使用済の定期券は通常販売窓口で回収さ
れますが、助成金の申請に使うことを申し出されると返却されます。

注　使用済みの定期券が手元にない場合
　　使用済みの定期券が回収されて手元にない場合や、紛失して
　　しまった場合は、お問い合わせください。

申請期間等

定期券を使い終わった都度申請されても、使い終わった定期券を
複数枚（1 年分まとめて）申請されても結構です。ただし、年度
が変わると助成できません。3 月 31 日までに使い終わった定期
券は、必ず 4 月 10 日までに申請してください。（年度をまたいで
お使いになる定期券は、使い終わってからの申請で結構です。）

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5304

FAX 55-5309
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⑦たんぽぽサービス（移送サービス）

　障がいをお持ちの方などで、日常的に車椅子や補助具を利用し、交通機関の利
用が困難な方に対し、通院等の移送支援をします。

○事業の内容

参考：移送サービス（旧島根町、旧玉湯町、旧宍道町）

　上記の「たんぽぽサービス」と同様の移送サービスが旧島根町、旧玉湯町、旧
宍道町にありますので、詳しくは居宅介護支援事業所、地域包括支援センターに
お問い合わせください。

参考：福祉バス
　障がい者の団体や高齢者の団体等が、福祉事業を実施する場合や各種大会等に
参加する場合などにバスを運行し、利用団体の活動を支援します。

利用団体等
松江市内に主たる事務所が所在する、公民館等の公的団体、障がい児（者）
の団体・高齢者の団体等

対象事業等 福祉目的事業の実施、公的行事への参加、利用団体が主催する交流事業等

 対　象　者 松江市民

 利　用　料 無料（ただし、大型バスを使用する場合は有料）

 利 用 時 間 ９：00 ～ 16：30

利 用 人 数
マイクロバス　20 人以内（別に車椅子２名乗車可能）
大型バス　　　45 人以内

＊申請手続き等、詳しくは介護保険課（高齢者福祉係☎ 55-5308）にお問い合わせく
ださい。

対象者 身体障がい者手帳 1 級又は 2 級で会員登録した方

利用目的 通院等

利用時間 午前 9 時～午後 4 時（祝日、12 月 29 日～ 1 月 3 日は除く）

利用回数
1 ヵ月 2 回以内（予約状況による利用の制限あり）
ただし、1 日を通して 2 回利用は不可
１回は、午前または午後の半日単位

利用方法
予約制
・利用希望日の 2 ヵ月前から 7 日前までに電話で予約
・受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで（土日祝祭日等を除く）

利用範囲 原則として松江市内（旧松江市）

年会費 2,000 円（ただし、加入時期により減額）

利用料
利用 1 回につき 500 円（事前に利用券を購入）

（駐車料金等の実費は、利用者の負担）

・このサービスはボランティアの方々のご協力により実施しています。
　（車への乗降介助はできますが、それ以外の介助はできません）
・車椅子の大きさ等によっては、利用できない場合があります。
・天候や車の故障等により、予約受付後にお断りする場合があります。

＊サービスの詳細については、松江市社会福祉協議会地域福祉課（在宅福祉係☎ 24-
5800）にお問い合わせください。

【問い合わせ】

松江市社会福祉協議会

（地域福祉課）

☎ 24-5800

FAX 27-3789

【問い合わせ】

松江市介護保険課

（高齢者福祉係）

☎ 55-5308

FAX 55-5205
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⑧駐車禁止除外車指定

　障がい者自らが運転する場合又は家族などの運転する車に同乗する場合に、
駐車禁止除外指定車標章の交付を受け、駐車禁止の対象から除外される場合が
あります。
　申請手続きや詳細内容については、松江警察署にお問い合わせください。
　
○交付対象となる障がいの程度

○交付対象となる車両（車いす移動車、患者輸送者）

駐車禁止除外標章の交付対象となる障がいの程度

障がいの区分 障がいの等級

身
体
障
が
い
者
手
帳

視覚障がい 1 級から 4 級の 1

聴覚障がい 2 級及び 3 級

平衡機能障がい 3 級

上肢不自由 1 級、2 級の 1 及び 2 級の 2

下肢不自由 1 級から 4 級

体幹不自由 1 級から 3 級

乳幼児期以前の非進行
性の脳病変による運動
機能障がい

上肢機能
1 級及び 2 級（1 上肢のみに運動機能障
がいがある場合を除く）

移動機能 1 級から 4 級

心臓機能障がい 1 級及び 3 級

じん臓機能障がい 1 級及び 3 級

呼吸器機能障がい 1 級及び 3 級

ぼうこう又は直腸の機能障がい 1 級及び 3 級

小腸機能障がい 1 級及び 3 級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
機能障がい

1 級から 3 級

肝臓機能障がい １級から３級

療育手帳 重度（Ａ）

精神障がい者保健福祉手帳 1 級

小児慢性特定疾患児手帳 色素性乾皮症

＊上記のほか、戦傷病者の方も対象となる場合があります。

車いす移動車・患者輸送車
自動車検査証の車体の形状欄が「車いす移動車」・「患
者輸送車」である車両（これら車両の用途に使用中の
ものであれば、利用者の障がいの等級を問いません）

【申請窓口】

松江警察署交通第一課

（規制係）

【問い合わせ】

松江警察署交通第一課

（規制係）

☎ 28-0110

FAX 23-7359

（平成 23 年４月１日現在）

（平成 23 年４月１日現在）
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【問い合わせ】
島根県障がい福祉課

（計画推進グループ）
☎ 22-6526
FAX 22-6687

⑨島根県身体障がい者等用駐車場利用証制度（愛称：思いやり駐車場制度）

　身体障がい者等用駐車場を必要とする方に、県内に共通する利用証を交付する
ことで、駐車場を利用できる方を明らかにし、駐車スペースを確保する「身体障
がい者等用駐車場利用証制度（愛称：思いやり駐車場制度）」です。

【利用証の交付対象者】
〇身体に障がいがある方で歩行困難な方（交付期間５年間）

 ・視覚障がい（４級以上）
 ・聴覚障がい（３級以上）
 ・平衡機能障がい（５級以上）
 ・上肢不自由（２級以上）
 ・下肢不自由（６級以上）
 ・体幹不自由（５級以上）
 ・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい：上肢機能（２級以

上）、移動機能（６級以上）
 ・心臓機能障がい（４級以上）
 ・腎臓機能障がい（４級以上）
 ・呼吸機能障がい（４級以上）
 ・膀胱又は直腸の機能障がい（４級以上）
 ・小腸機能障がい（４級以上）
 ・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい（４級以上）
 ・肝臓機能障がい（４級以上）

〇知的障がいのある方（療育手帳の障がいの程度欄が「Ａ」）で歩行が困難な方（交
付期間５年間）

〇精神障がいのある方（精神保健福祉手帳の障がいの程度欄が「１級」）で歩行
が困難な方（交付期間５年間）

〇一時的な疾病（骨折や病気など）により歩行が困難な方（１年以内で必要とな
る期間）

〇妊産婦（妊娠７ヶ月から産後１年間）
〇高齢者（要介護度１以上認定対象者）で歩行が困難な方（交付期間５年間）
〇難病患者（特定疾患医療受給者及び小児慢性特定疾患医療受給者）で歩行が困

難な方（交付期間５年間）

【交付に必要となる書類】
〇交付申請書
〇身体障がい者の方：身体障がい者手帳（氏名、障がい名と等級、住所が確認で

きる部分）の写し
〇知的障がい者の方：療育手帳（氏名、障がい名と等級、住所が確認できる部分）

の写し
〇精神障がい者の方：精神障がい者保健福祉手帳（氏名、障がい名と等級、住所

が確認できる部分）の写し
〇難病患者の方：特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患医療受診券の写し
〇高齢者（要介護認定を受けている方）：介護保険被保険者証（氏名、住所、要

介護状態区分等、認定の有効期間が確認できる部分）の写し
〇傷病（けが・病気）で歩行困難な方：診断書の写し
〇妊産婦の方：母子手帳（氏名、住所、分娩予定日が確認できる部分）の写し

【交付申請窓口】
島根県健康福祉部障がい福祉課計画推進グループ
 ・電話：0852-22-6526
 ・郵送による申請も可能です
　（140 円切手を貼付した返信用封筒（A ４サイズ）を同封してください）
※利用証は県が協定を締結した施設で利用できます。
※また、鳥取県、広島県、山口県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の協力施設

でも利用できます。
※施設についてはホームページ等で公開しています。
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⑩コミュニケーション支援

○手話通訳者（手話通訳者・手話奉仕員）・要約筆記者（要約筆記奉仕員）
　聴覚障がい者または音声・言語機能障がい者の方が、公的機関・医療機関等
へ出向く場合等に手話通訳者（手話通訳者・手話奉仕員）または要約筆記者（要
約筆記奉仕員）を派遣します。

◇費用負担　　個人負担なし、原則団体負担あり
◇派遣申込　　原則として、派遣を希望する日の 1 週間前までに障がい者福
　　　　　　　祉課へ申込書を提出してください。

　
○点字や音声コードによる市報の発行

　市の広報誌「市報松江」のうち福祉情報を中心にした点字や音声コードによ
る市報を作成し、視覚障がい者の方のご自宅へ郵送します。

⑪島根県盲ろう者通訳・介助員派遣事業

　視覚障がいと聴覚障がいを併せ持つ方が、公的機関・医療機関へ出向く場合等
に、通訳・介助員を派遣します。

◇利用料　　無料　
　　　　　　（※但し、通訳・介助員の自宅から利用者宅への交通費実費が
　　　　　　2,000 円を超える場合は、超えた部分について利用者が負担す
　　　　　　る必要があります。）また、利用者と通訳・介助員が同行中の旅
　　　　　　費等は、通訳・介助員にかかる分も含めて利用者の負担となります。

◇派遣申込　事前に島根県へ申請・登録しておく必要があります。登録される
　　　　　　と利用券が交付されます。

⑫選挙
【自宅等での投票】
　身体障がい者手帳をお持ちの方（対象は下記参照）は、投票用紙等を請求して
自宅等で投票する制度（投票用紙を選挙管理委員会へ郵送等）を利用することが
できます。
　ご希望の方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。

○対象となる障がい

身体障がい者手帳

両下肢、体幹、移動機能障がい 1 級、2 級

内部障がい（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸）

1 級、3 級

内部障がい（免疫、肝臓） 1 級～ 3 級

＊上記の方のうち、上肢 1 級または視覚障がい 1 級に該当する方は、本人に代わっ
　て代理人が記載することができます。

戦傷病者手帳

両下肢、体幹 特別項症～第 2 項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓

特別項症～第 3 項症

＊上記のうち、上肢、視覚の障がいが特別項症～第 2 項症に該当する方は、本人に
代わって代理人が記載することができます。

介護保険法に規定
する要介護者

介護保険の被保険者証の要介護区分が要介護 5

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課

各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5304

FAX 55-5309

【申請窓口】
島根県障害者
社会参加推進センター
☎ 32-5972
FAX 32-5982

【問い合わせ】
島根県障害者
社会参加推進センター
☎ 32-5972
FAX 32-5982

【申請窓口】

松江市選挙管理委員会

【問い合わせ】

松江市選挙管理委員会

☎ 55-5118

FAX 55-5494



85 絆 （きずな） —  まつえ障がい福祉ガイドブック

8
社
会
参
加
・
社
会
復
帰
の
支
援

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課

各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5304

FAX 55-5309

【問い合わせ】

（公社）日本オストミー協会

　島根県支部

☎ 23-6415

FAX 23-6415

⑬地域活動支援センター（Ⅰ・Ⅲ型）

　障がいのある方が地域活動支援センターに通い、創作的活動や生産活動を行っ
たり、社会との交流の促進を図ることを目的とした事業等を行います。
　地域活動支援センターは、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型及び基礎的事業型に分かれていま
す。（Ⅱ型は P54 をご覧ください）

◇利用料
 ・Ⅰ型、Ⅲ型及び基礎的事業型の利用者負担額は、無料です。ただし、創作

的活動の材料費や食事会などの経費については、実費負担となります。
 ・Ⅱ型の利用者負担額は、サービス費用の 10％となります。

◇利用申込み
 ・Ⅰ型、Ⅲ型及び基礎的事業型は、直接事業所へ申し込みます。
 ・Ⅱ型は、市役所障がい者福祉課へ申請が必要です。

⑭オストメイト社会適応訓練

　ストマ用装具の装着者を対象に、ストマ用装具の使用等について正しい知識を
付与し、ストマ用装具使用等による不安を解消し、社会復帰を支援します。

○お問い合わせ（入会窓口）

　日常生活の便宜を図るための用具を給付する制度があります。詳しくは「日
常生活用具 P56 ～ P61」をご覧ください。

形式 内　　　容

Ⅰ型

精神保健福祉士等の専門職員を配置し、障がい者の方や家
族からの相談に応じ、必要な情報の提供を行うとともに、
地域の社会基盤との連携、普及啓発、その他必要な援助を
行います。

Ⅲ型
基礎的
事業型

障がい者共同作業所で行っていた事業を継続して行います。

事業所一覧：P109

八雲友の会 60-8000 松江市立病院地域医療課内

日赤あゆみの会 24-2111 松江赤十字病院医療社会事業部内

【点字投票】
　目が不自由な方は、点字で投票できます。

【代理投票】
　目や手が不自由なために記載が困難な方は、投票所で代理投票を申請すること
ができます。
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⑮視覚障がい者への支援事業

⑯聴覚障がい者への支援事業

⑰音声機能障がい者発声訓練

　言語発声機能を失った方に対し、「第二の声」を習得するための発声訓練を行
います。

○訓練内容（平成 23 年度の内容）

【島根県清音会】         
　・咽頭摘出者を会員として組織する団体です。         
　・発声訓練、発声指導者養成や用具の斡旋等の情報提供を行っています。         
　・入会窓口：島根県清音会 23-0801（事務局長　中倉）

図書貸出
点字図書、録音図書（カセット、CD）の貸し出し

（利用にあたっては電話でお問い合わせください）

盲導犬普及活動 盲導犬使用者のコーディネート、周知活動

歩行訓練
基本的な白杖の操作訓練、生活地域内での歩行訓練

（原則として、訪問による指導です）

点字訓練 点字触読の指導（原則として、通所による指導です）

パソコン等補助機器訓練 パソコン等の講習（原則として、通所による指導です）

盲ろう者対象の情報訓練 点字、パソコン等のコミュニケーション訓練

日常生活訓練 日常生活動作の訓練、視覚障がい者用具等の紹介

○日常生活の便宜を図るための用具を給付する制度があります。詳しくは「補装具、
日常生活用具 P55 ～ P61」をご覧ください。

ビデオライブラリー
字幕（手話）を挿入したビデオテープ・DVD の貸し出し

（利用者登録申し込み書を提出してください。）

情報福祉機器の展示等 聴覚障がい者用日常生活用具の試用

相談事業 聴覚障がい者及びその家族からの相談対応

コミュニケーション支援
手話通訳者の設置、中継連絡サービス、手話通訳者養成講
習会、要約筆記者養成講習会、パソコン研修等

その他 聴覚障がい者のためのセミナー等

開催回数等
毎月 3 回（第一木曜日、第二水曜日、第三木曜日）
午後 12 時 30 分～ 14 時 

会　場 旧日赤高等看護学校 2 階研修室

指導内容 食道発声訓練、電気式発声機

＊詳しくは、松江赤十字病院喉摘者会（☎ 36-6933　飛田）へお問い合わせください。         
○日常生活の便宜を図るための用具を給付する制度があります。詳しくは「日常生活

用具 P56 ～ P61」をご覧ください。 

【問い合わせ】

ライトハウスライブラリー

☎ 24-8169

FAX 28-4321

【問い合わせ】

島根県聴覚障害者

情報センター

☎ 32-5960

FAX 32-5961

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5304

FAX 55-5309

【問い合わせ】

松江赤十字病院喉摘者会

（島根県清音会）

☎ 36-6933

FAX 36-6968

手話通訳者等派遣
手話通訳者（手話通訳者、手話奉仕員）、要約筆記者（要約筆
記者、要約筆記奉仕員）の派遣

日常生活用具給付
日常生活の便宜を図るための用具給付制度
詳しくは「補装具、日常生活用具 P55 ～ P61」を、ご覧く
ださい。
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⑱精神障がい者社会適応訓練

　精神障がいのある方（知的障がい者を除く）が、社会復帰に向けて事業所（協
力事業所）に通い、作業を通じて集中力、対人能力、持久力等を養うことができ
るようにします。
　社会適応訓練を希望される方、協力事業所になっていただける方は、保健所に
ご相談ください。

○社会適応訓練のしくみ

【利用者の手続きの流れ】

【協力事業所の手続きの流れ】

①訓練の申し込み
対象者

回復途上にある方で、作業遂行の能力が不十分である
か、通院中の精神障がいを持つ方など（知的障がいの
方は対象となりません）

精神障がい者社会適応訓練申込書、主治医の意見書を提出

②調査～登録、訓練決定 保健所の調査⇒審査⇒対象者の登録等

③通勤・訓練 原則 6 ヵ月（2 年を限度として更新可能）

①協力事業所の申し込み
協力事業所申込書を提出

（要件：作業の危険性が少ない、作業内容が対象者に適しているなど）

②調査～事業所登録 保健所の調査⇒審査⇒協力事業所の登録等

③委託契約 原則 6 ヵ月（2 年を限度として更新可能）、保健所で保険に加入

④通勤・訓練 実績報告書の提出（翌月 10 日までに）

⑤協力奨励金
支払請求書⇒対象者 1 人につき 1 日 1,800 円の協力奨励金
をお支払いします

⑥訓練期間終了の報告 訓練期間終了後、報告書を提出してください

【申請窓口】

島根県松江保健所

（心の健康支援グループ）

【問い合わせ】

島根県松江保健所

（心の健康支援グループ）

☎ 23-1316

FAX 21-2770
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【申請窓口】

就学している学校

【問い合わせ】

松江市教育委員会

（学校教育課）

☎ 55-5416

FAX 55-5251

就学している学校

8　社会参加・社会復帰の支援9　子育て・教育の支援

①特別支援教育就学奨励費

　特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就
学のために必要な奨励費を支給します。

○支給対象者
　・松江市立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者
　・特別支援学級に在籍せずに通級指導を受けている児童及び生徒の保護者

○申請手続き
　・就学奨励費の支給を受ける場合は、校長を通じて申請してください。

○就学奨励費支給の対象となる経費及びその支給額（特別支援学級分）

○支給区分及び内容

支給区分 支給内容

Ⅱ 世帯の収入額が需要額の 2.5 倍未満 上記のとおり

Ⅲ -1
世帯の収入額が需要額の
2.5 倍以上 3.5 倍未満

上記の通学費の 1/2 の額
上記の交流学習費、職場実習交通費の 3/4 の額

Ⅲ -2 世帯の収入額が需要額の 3.5 倍以上 上記の通学費の 1/2 の額

要保護・準要保護児童、生徒 上記の交流学習費、職場実習交通費の額

特別支援学級に在籍していないが、通級により指導を
受けている児童、生徒

通級指導を受けるために必要な通学費の実費
（公共交通機関を利用した場合の交通費の額）

費　目
年　額

備　　　考
小学校 中学校

学校給食 実費の 1 ／ 2

学用品費・通学用品費 5,550 円 10,850 円

通学費 実　費
公共交通機関利用者

（通常、定期券購入額とする）

校外活動費
泊無 755 円 1,090 円

遠足・宿泊研修等
泊有 1,735 円 2,920 円

新入学学用品費 1 年生 9,950 円 11,450 円 4 月在籍者のみ
修学旅行費 実費（雑費を除く）の 1 ／ 2 上限あり（小 10,300 円、中 27,850 円）

体育実技用具費 中学生 実費の 1 ／ 2
体育の授業で生徒が使用する必要のある柔道
または剣道の用具一式の購入費（上限あり　
柔道 3,650 円、剣道 25,250 円）

交流学習交通費 実　費

職場実習交通費 中学生 実　費

＊この基準は、平成 23 年度のものです。
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【問い合わせ】

松江市子育て支援センター

☎ 60-8141

FAX 60-8160

【問い合わせ】

松江市社会福祉協議会

（地域福祉課）

☎ 24-5800

☎ 24-9026

FAX 27-3789

②心身障がい児地域小規模療育活動事業（なかよし教室）

　発達の遅れ（疑いを含め）のある乳幼児及びその保護者が、遊びを中心とした
小規模集団活動を共に行うことにより、子どもの発達を促すことや保護者を支援
します。

【発達健康相談】
　お問い合わせ先：松江市健康まちづくり課（☎ 60-8151　FAX 60-8160）

③あったかスクラム事業

　障がいのある子どもたちの住んでいる地域において、公民館を拠点として色々
な人と体験活動をするための体制づくりをすすめています。

○主な内容

　・地域の人たちのネットワークづくり
　・子どもたちが地域で多くの人と交流できる体験活動
　・体験活動をお手伝いしていただくサポーターの養成
　・親の会づくり

④重症心身障がい児通園事業

　当事業については平成 24 年 3 月まで実施。
　平成 24 年 4 月以降は、障がい児通所支援（P46）に移行します。

対象者 発達健康相談等から紹介を受けた未就学児とその保護者

実施日（時間） 月曜日・火曜日・木曜日の午前 10 時～ 12 時

実施場所 松江市保健福祉総合センター 1 階　なかよしルーム
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【申請窓口】

松江市教育委員会

（生涯学習課）

【問い合わせ】

松江市教育委員会

（生涯学習課）

☎ 55-5311

FAX 55-5543

【申請窓口】

各児童クラブ

【問い合わせ】

松江市教育委員会

（生涯学習課）

☎ 55-5311

FAX 55-5543

【参加申込先】

各地区運営委員会

【問い合わせ】

松江市教育委員会

（生涯学習課）

☎ 55-5311

FAX 55-5543

【問い合わせ】

松江養護学校

☎ 26-6880

松江清心養護学校

☎ 36-8720

島根県立盲学校

☎ 36-8221

⑤障がい児支援健全育成事業（友遊事業）

　長期休業期間中（夏休み等）に、小学校特別支援学級に通学する児童を預かり、
児童の育成支援と保護者の負担軽減、就労の支援をします。

○事業内容

⑥放課後児童健全育成事業（児童クラブ）

　小学校に通学している児童に対し、授業の終了後、長期休業期間中等に小学校
の余裕教室等を利用して、適切な遊びや生活の場を提供します。

⑦放課後子ども教室推進事業（子ども広場）

　放課後や休日等に小学校や公民館などの施設を開放して、子どもたちが安全で
安心して過ごせる活動場所（居場所）を確保し、自主的、主体的な遊び・学び・
交流の場を提供します。

⑧ハッピーアフタースクール事業

　特別支援学校に通学する在宅の児童生徒の放課後及び長期休業期間における
保護・育成を図り、児童生徒及び保護者の社会参加を促進します。

対象者
松江市立小学校の特別支援学級に通学し、松江市児童クラブに在籍
していない児童

実施日
夏季・冬季休業期間（ただし、土日祝祭日及び 8 月 13 日～ 15 日、
12 月 29 日～ 1 月 3 日を除く。）

実施時間 午前 9 時から午後 4 時

利用料 日額 400 円（おやつ代等は別途いただきます）

＊利用の手続き、詳細については松江市教育委員会生涯学習課（放課後子どもプラン係）
にお問い合わせください。

対象児童
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校 1 ～ 3 年に就学して
いる児童

＊利用の手続き、詳細については松江市教育委員会生涯学習課（放課後子どもプラン係）
にお問い合わせください。

対象者
基本的に希望する全ての児童（小学 1 年から 6 年）
＊地区によっては、対象を制限している場合もあります。

実施日 週 2 日程度（放課後～おおむね 17 時、休日の半日程度）

実施主体 各地区運営委員会（または実行委員会）

＊詳しい実施状況については、各地区で異なります。詳細は松江市教育委員会生涯学
習課（放課後子どもプラン係）にお問い合わせください。

対象者 特別支援学校に通学する児童・生徒

実施日
放課後
夏季・冬季休業期間、学年末・学年始休業期間

実施主体
（保護者会名）

松江養護学校　松養学童クラブ、島根県立盲学校　盲学校学童クラブ、
松江清心養護学校　清心学童クラブ

＊ご利用可能な方：松江養護学校、松江清心養護学校、島根県立盲学校各校に在籍し、
かつ通学する在宅の児童生徒
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⑨障がい児等生活支援（レスパイト・プレジョブ）事業

　在宅の障がい児（者）を介護している保護者が一時的に介護できなくなったと
き、保護者に代わり登録介護人が保護します。
　
○申請手続き
（1） 障がい児等生活支援事業利用申請書
（2） 印鑑

○対象者や制度利用の流れ
（1） 「松江市」に在住し、「在宅」の障がい児等（要件は以下のとおり）を保

護する方
（2） 要件

（3） 保護の場所
　　保護者の自宅又は登録介護人の自宅を原則

○利用者負担基準額　　　　　　　　　　　　　　○飲食費相当基準額

　＊別途、傷害保険負担（月額 50 円）があります。
　＊生活保護世帯の方又は市民税非課税世帯の方は、負担はありません。（ただし、飲食

費相当額は負担があります）

○介護人の登録手続き
　介護人となることを希望する方は、介護人登録申請書を提出してください。

障
が
い
者
福
祉
課

③障がい児（者）の保護依頼　④障がい児（者）の保護

保護時間 利用者負担基準額
1 時間 250 円

13 時間（有泊） 2,000 円
24 時間（有泊） 5,000 円

朝食 300 円
昼食 400 円
夕食 500 円

おやつ 100 円
外食 実費

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課

各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5241

FAX 55-5309

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5241

FAX 55-5309

プレジョブとは
　地域の事業所等（商店、農家、公民館）で働く体験を行い障がい児等の自立に向けた基本的
な生活習慣を養い、良好な対人関係を培うとともに、地域とのつながりを深める事業です。１
回あたり 30 分～１時間、週に１～２回程度の仕事の体験をします。
　実施にあたっては、介護人（サポーター）が付き添い見守りや支援します。

対象要件 対象年齢

身体障がい者 身体障がい者手帳をお持ちの方 18 歳未満

知的障がい者 療育手帳をお持ちの方
知的障がいを事由とした公的手当又は年金の受給者等 ―

精神障がい者 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
精神障がいを事由とした公的手当又は年金の受給者等 ―
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⑩サポートファイル「だんだん」

１サポートファイルの目的

　サポートファイル「だんだん」は、障がい等のある子どもへ生涯に渡る適切な支援
を行うため、一貫した相談支援の推進を図り、保護者を含め、関係機関における基本
的な情報の受け渡しと共有化を図ることを目的として作成するものです。

　障がい等のある幼児は、早期より医療・保健・福祉、教育等の関係機関から様々
なサポートを必要とします。支援を行う関係機関が、その子どもに適切な支援を
考える際、それまでどのような相談をし、どのような支援を受けてきたのかとい
う情報は、重要な資料となります。そのために、このような情報を保護者がファ
イリングし、保管するサポートファイル「だんだん」があります。

２サポートファイルの活用

①家庭における子どもの発達の状況やエピソード、心配なことなどを保護者が随時記
録する。

②子どもの発達の状況や療育及び教育等の関わりについての記録をする。
③療育相談や教育相談等における内容を、保護者又は相談機関等が記録する。

３サポートファイルに込められた願い
　「だんだん」は「ありがとう」の出雲弁です。出会いに感謝して、だんだん（段々）
と発達の階段を上っていってほしい、一人で困らず、だんだん（暖談）の雰囲気
の中、一緒に相談しながら子育てをしよう、子どもを真ん中に、支援の輪を「だ
んだん」と広げよう、というような願いが込められています。

４サポートファイル利用申し込みについて
　希望する方に無料でお渡しします。エスコにご連絡下さい。また松江市ホーム
ページより内容・様式をダウンロードすることもできます。

☆詳しくは、松江市ホームページ → 暮らしのガイド → エスコ をご覧ください。

【問い合わせ】

松江市発達・教育相談支

援センター「エスコ」

☎ 55-5455

FAX 55-4014
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8　社会参加・社会復帰の支援10　就労・雇用の支援
障がいのある方の就職に向けた支援や、障がいのある方を雇用する事業主への支援を行います。

＊上記の支援機関のほかにも、特別支援学校、相談支援機関、就労移行支援事業者等が連携して、障がいのある方等
への就労支援を行います。

支
援
機
関

島根労働局職業安定部職業対策課　☎ 20-7022　FAX 20-7025
松江公共職業安定所（ハローワーク松江）　☎ 22-8609（43 ＃）　FAX 27-8537

障がい者への支援 職業相談、職業紹介、職場適応訓練、失業給付、教育訓練給付など

事業主への支援 トライアル雇用（試行雇用奨励金）、特定求職者雇用開発助成金など

松江障害者就業・生活支援センター　ぷらす　☎ 60-1870　FAX 60-1860

障がい者への支援 就業面・生活面の一体的な支援（求職活動～職場定着支援、職場開拓）

事業主への支援 障がい者雇用に関する相談支援、関係機関との連絡調整など

島根障害者職業センター　☎ 21-0900　FAX 21-1909　

障がい者への支援 職業相談、職業評価、職業準備支援など ジョブコーチ支援、
リワーク支援事業主への支援 雇用管理に関する相談・援助、雇用管理サポートなど

島根県立東部高等技術校松江駐在　☎ 22-6952　FAX 22-6150

障がい者への支援 公共職業訓練（障がい者訓練、障がい者委託訓練）

島根高齢・障害者雇用支援センター　☎ 60-1677　FAX 60-1678

事業主への支援 雇用相談・援助、障がい者作業施設設置等助成金、障がい者介助等助成金など

東部高等技術校

公共職業訓練

島 根 高 齢・ 障 害 者
雇用支援センター



94絆 （きずな） —  まつえ障がい福祉ガイドブック

就
労
・
雇
用
の
支
援

10

【申請窓口】

松江公共職業安定所

（職業紹介第三部門）

【問い合わせ】

松江公共職業安定所

（職業紹介第三部門）

☎ 22-8609

FAX 27-8524

【申請窓口】

島根障害者職業センター

【問い合わせ】

島根障害者職業センター

☎ 21-0900

FAX 21-1909

①職場適応訓練

　職場適応訓練は、実際の職場での作業訓練を行うことにより、職場環境に適応
することを容易にするための訓練です。

＊上記訓練を行った事業主には、委託費として職場適応訓練費が支給されます。

【参考：職場適応訓練受託事業主】

　職場適応訓練の委託を受けようとする事業主は、受託申込書を提出してください。

②職業準備支援

　障がいのある方の個々のニーズに応じて、模擬的就労場面を利用した作業、職
業や就労に関する知識についての講習などを活用し、基本的な労働習慣の体得や
社会生活技能の向上など、就職に向けた支援をします。

　

○申し込みから就職までの流れ

職場適応訓練 短期の職場適応訓練

訓練内容 準備訓練、実務訓練、職場相談 基礎的知識、基本的作業の実習

訓練期間
6 ヵ月以内

（1 年以内の場合あり）
原則 2 週間以内

（4 週間以内の場合あり）

訓練手当
基本手当：3,930 円 / 日

（20 歳未満は 3,530 円 / 日）
その他に技能習得手当、寄宿手当

対象者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等
＊上記の方で、公共職業安定所長の受講指示を受けた方

職業準備
支援の特徴

◆タイムリーな支援の実施
　（支援を希望する方の状況に応じ、随時開始します）
◆個別カリキュラムによる支援
　（一人ひとりの課題等に応じた支援内容や支援期間を設定します）

申
し
込
み

職業相談
職業評価

職業
紹介等

就職職業準備
支援

職業リハビリ
テーション計

画の策定
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③職場適応援助者（ジョブコーチ）支援

　障がいのある方が円滑に職場に適応することができるように、ジョブコーチが
事業所へ出向き、職場内においてさまざまな支援を行います。

（1）ジョブコーチ支援の流れ
　①対象者との面談、事業者訪問など
　②ジョブコーチ支援計画書の作成
　③説明と同意（本人・家族、事業主へ支援計画書の提示など）
　④支援の実施（集中支援、移行支援、フォローアップ）
　※ジョブコーチ支援の実施は、本人と事業主双方の同意が必要です

（2）支援の対象、内容

（3）支援の期間
　1 ヵ月以上 7 ヵ月以内（標準的な支援期間は 2 ～ 4 ヵ月程度）で個別に設定
します。
　①雇用前支援…雇用される前の「実習期間」に支援を行う
　②雇用と同時…雇用されるのと同時に支援を開始する
　③雇用後支援…雇用されている障がい者に問題が生じた際に支援を開始する

④職場復帰（リワーク）支援

　事業主、主治医と連携しながら、職場に復帰するための専門的な援助をします。

障がい者への支援

・人間関係や職場でのコミュニケーションに関すること
・基本的な労働習慣に関すること
・通勤に関すること
・社会生活、余暇活動に関すること　など

事業主への支援

・障がい特性に関すること
・職務内容の設定、作業指導の方法に関すること
・障がい者との関わり方に関すること
・家族との連絡、連携体制の確立に関すること　など

家族等への支援
・職業生活を支えるために必要な知識に関すること
・家庭での支援体制に関すること
・事業主との連絡、連携体制に関すること　など

対象者
うつ病などにより休職中の方で、主治医が職場復帰のための活
動を開始することを了解し、本人、事業主も支援を希望する方

支援
内容

事業主に対
して

・職場復帰のための職務内容、労働条件の設定
・職場復帰後の支援対象者の状況把握や適切な対処方法
・家族、主治医との連携等に関する助言、援助　など

休職者に対
して

・生活リズムの構築及び基礎体力の向上
・作業遂行に必要な集中力、持続力の向上
・ストレス場面での気分や体調の自己管理　など

＊このほか、主治医とは支援実施の進捗状況等を適宜連絡を取り合い、必要な助言を
得て実施しています。

【申請窓口】

島根障害者職業センター

ハローワーク

【問い合わせ】

島根障害者職業センター

☎ 21-0900

FAX 21-1909

【申請窓口】

島根障害者職業センター

【問い合わせ】

島根障害者職業センター

☎ 21-0900

FAX 21-1909
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⑤ｰ２障がい者委託訓練

　障がいのある方の雇用・就業を支援するため、職業に必要な技能を習得するこ
とにより、就職を容易にし、職業の自立を図ることを目的とした訓練です。

【知識・技能習得訓練コース】
　障がいのある方の雇用・就業を支援するため、社会福祉法人や企業等に委託し、
就労に必要な基礎的知識や技能を習得することを目的とした職業訓練です。

＊東部高等技術校で実施可能な訓練科（平成 23 年 9 月現在）
＊時期等により実施できない場合もあります。

【実践能力習得訓練コース】
　事業主等が実際に実施している業務の作業内容を中心に、実践的な職業能力の
習得を目的とした職業訓練です
＊訓練期間は原則として 3 ヵ月以内、訓練時間は 1 ヵ月あたり標準として 100 時間

【申請窓口】

松江公共職業安定所

【問い合わせ】

東部高等技術校

☎ 0853-28-2733

FAX 0853-28-2736

東部高等技術校

松江駐在

☎ 0852-22-6952

FAX 0852-22-6150

松江公共職業安定所

（職業紹介第三部門）

☎ 22-8609（43#）

FAX 27-8524

対象者
公共職業安定所に求職申し込みをしている身体、知的、精神等の障が
いをお持ちの方

訓練の受講を
希望する場合

公共職業安定所（ハローワーク）へ職業相談をしてください（訓練の
しくみは、東部高等技術校にお問い合わせください）

受講料 無料（ただしテキスト代等は自己負担）

委託料 事業主に対し、月額 6,3 万円以内支払われます

定員 訓練期間 訓練時間 訓練内容

オフィススペシャ
リスト科

5 名 3 ヵ月
9：10 ～ 15：50 

（1 時間休憩あり）

 ・パソコン技能習得訓練
 ・Microsoft 社の資格検定

試験が受験できます。
　（受験料は実費負担）

対象者
公共職業安定所に求職申し込みをして、療育手帳所持者、または知的
障がいと判定され判定書の提出が可能な方

訓練の受講を
希望する場合

公共職業安定所（ハローワーク）へ職業相談をしてください（訓練の
しくみは、東部高等技術校にお問い合わせください）

授業料 無料（ただしテキスト代等は自己負担）

⑤ １ー障がい者訓練（東部高等技術技・介護サービス科）
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⑥教育訓練給付

　一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者（在職者）又は一般被保険者で
あった方（離職者）が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場
合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額を支給
します。
　　

（1）支給申請手続き
　①教育訓練給付金支給申請書
　②教育訓練修了証明書
　③領収書
　④本人・住居所確認書類
　⑤雇用保険被保険者証（または雇用保険受給資格者証）
　⑥払渡希望金融機関の通帳

（2）支給対象者、支給額等

　＊受講申込に先立ち、支給要件を照会により、あらかじめ確認されることをおすすめし
　ます。

参考：失業給付

　失業の状態になった場合に、安心して求職活動を行うために、一定の基準によ
り給付を行い、失業中の生活の安定と早期の再就職を支援します。

（1）受給手続き
　松江公共職業安定所（ハローワーク）で「求職の申し込み」をしてください。

（2）基本手当てを受給できる日数：障がい者等就職困難な方（一般保険者）

【申請窓口】

松江公共職業安定所

（雇用保険課）

【問い合わせ】

松江公共職業安定所

（給付課）（11#）

☎ 22-8609

FAX 27-8524

【申請窓口】

松江公共職業安定所

（給付課）

【問い合わせ】

松江公共職業安定所

（給付課）（11#）

☎ 22-8609

FAX 27-8524

支給対象者

厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方で、
①雇用保険の一般被保険者（被保険者期間が 3 年以上、初回の利用
に限り 1 年以上ある方）
②雇用保険の一般被保険者であった方（一般被保険者でなくなって
から 1 年以内の方）
＊詳細な要件は窓口にお尋ねください

支　給　額
教育訓練経費の 20％に相当する額

（支給上限は 10 万円、また 4 千円を超えない場合は支給されません）

申請時期
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して、1 ヵ月以内に支給申請
手続きをしてください

必要なもの

①雇用保険被保険者離職票、②雇用保険被保険者証（離職後の氏名
変更があった場合）、③最近の写真（縦 3 ｃｍ×横 2.5 ｃｍ）2 枚、
④印鑑、⑤住所、氏名、年齢を確認できる官公署発行の書類等（運
転免許証、住民基本台帳カード（写真付）など）⑥払渡希望金融機
関の通帳

＊受給資格等の詳細は、松江公共職業安定所（ハローワーク）に確認してください。

離職時年齢
被保険者期間

1 年未満 1 年以上

45 歳未満
150 日

300 日

45 歳以上 65 歳未満 360 日
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◎求人登録

②トライアル雇用紹介

⑤トライアル雇用実施連絡票の
　提出

⑦トライアル雇用中の雇用管理
　訓練等の助言・指導

⑧終了に当たっての常用雇用
　移行等に関する助言・指導

⑪トライアル雇用結果報告書兼
　試行雇用奨励金支給申請書の
　提出

⑫奨励金の支給

　（月額 40,000 円 /人、最大 3ヵ月）

障がい者

【申請窓口】

松江公共職業安定所

（職業紹介第三部門）

【問い合わせ】

松江公共職業安定所

（職業紹介第三部門）

☎ 22-8609

FAX 27-8524

⑦試行雇用奨励金（トライアル雇用）

　障がいのある方に関する知識や雇用経験がないことから、障がい者雇用をため
らっている事業所に、障がい者を試行雇用（トライアル雇用）の形で受け入れて
いただき、本格的な障がい者雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業です。

○トライアル雇用事業の流れ

対象労働者

ハローワーク 事業主

①求職申し込み

再求職

③トライアル雇用の開始

④トライアル雇用実施
　連絡票の作成

⑥常用雇用移行に向け
　た取り組みの実施

　　トライアル雇用期間
　　原則 3 ヵ月間

⑨トライアル雇用の終了
⑩トライアル雇用結果報告
　書兼試行雇用奨励金支給
　申請書の作成

常用雇用
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【申請窓口】

島根高齢・障害者雇用支援

センター

【問い合わせ】

島根高齢・障害者雇用支援

センター

☎ 60-1677

FAX 60-1678

【問い合わせ】

島根高齢・障害者雇用支援

センター

☎ 60-1677

FAX 60-1678

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5304

FAX 55-5309

⑧障がい者雇用納付金制度に基づく障がい者作業施設設置等助成金

　障がいのある方を常用労働者として雇い入れるか、継続して雇用している事業
主が、その障がい者が障がいを克服し、作業が容易に行うことができるように配
慮された施設や作業設備の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するもの
です。
　
○助成金の内容

参考：障がい者雇用納付金制度
　障がい者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であると
の社会連帯責任の理念に立って、「障がい者の雇用の促進等に関する法律」に基
づき設けられた制度です。
　この制度により、法定雇用率（1.8％）に満たない事業主は納付金を納めるこ
ととされています。これを原資として、障がい者雇用事業主には各種助成制度が
設けられています。

　
第 1 種作業施設設置等助成金

（作業施設等の設置または整備）
第 2 種作業施設設置等助成金

（作業施設等の賃貸による設置）

対象となる
障がい者

 ・身体障がい者
 ・知的障がい者
 ・精神障がい者
 ※短時間労働者（重度身体障がい者、重度知的障がい者または精神障が
　い者を除く）である場合の下記支給限度額は１人につき半額
　＊上記の障がい者である在宅勤務者

助成率 2/3

支給
限度額

 ・障がい者 1 人につき 450 万円
 ・作業設備の場合
　障がい者 1 人につき 150 万円
　（中途障がい者の場合は1人に　
つき 450 万円）
　（1 事業所あたり一会計年度につ
　き 4,500 万円）

 ・障がい者 1 人につき月 13 万円
 ・作業設備の場合
　障がい者 1 人につき月 5 万円
　（中途障がい者の場合は1人に　
つき月 13 万円）

支給期間 3 年間

⑨障がい者雇用支援事業費助成

　障がい者を一定割合以上雇用する企業等へ障がい者へ支払う賃金の一部を助
成します。
　助成を受けるための要件がありますので詳しくはお問い合わせください。

対　　象
障がい者雇用割合　5％以上の一般企業
障がい者雇用割合　15％以上の就労継続支援Ａ型事業所

助成金額
一般企業

雇用割合　5％以上
　年額 10 万円（雇用割合超過人数 1 人当り）
雇用割合　10％以上
　年額 20 万円（雇用割合超過人数 1 人当り）
雇用割合　15％以上
　年額 30 万円（雇用割合超過人数 1 人当り）

Ａ型事業所 雇用割合 15％以上　年額 10 万円（雇用割合超過人数 1 人当り）
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【申請窓口】

松江市障がい者福祉課

各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5241

FAX 55-5309

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課

各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5241

FAX 55-5309

⑩更生訓練費

サービス内容
障がい福祉サービスの訓練を行う方に、道具や衣服などの実費経費や通
所経費の一部を支給するものです。

支 給 額

1．訓練にかかる経費

障がい福祉サービスの種類
訓練に従事した日
が月に 15 日以上

訓練に従事した日
が月に 15 日未満

○就労移行支援
　（あん摩、はり、きゅう科）

14,800 円／月 7,400 円／月

○自立訓練（機能訓練、生活訓練） 6,300 円／月 3,150 円／月

○就労移行支援
　（あん摩、はり、きゅう科を除く）

3,150 円／月 1,600 円／月

2．通所にかかる経費

訓練のために通所した日数×日額で計算した額と、当該月
の実支出額を比べて少ないほうの額を月ごとに支給する

日額　280 円

支給手続き
松江市へ収入申告を行い支給決定をうけた方が対象となります。対象者
は、月ごとに施設長の証明を付した申請書を松江市へ提出してください。

対 象 者

児・者区分 障がい者

障がいの種別 身体、知的、精神

必要な条件

以下の条件をすべて満たすこと
①就労移行支援事業、自立訓練事業（機能訓練、生活訓

練）のいずれかのサービスを利用している方
②生活保護の受給者又は、年間の収入から必要経費を差

し引いた額が 27 万円以下である方

有 効 期 間 上記の障がい福祉サービス利用期間の範囲内

サービス内容
障がい福祉サービスの訓練を行った方で、就職又は自営により事業の利用を
終えることとなった場合に、就職のための準備経費の一部を支給するもので
す。

支 給 額 36,000 円

支 給 手 続 き
申請書に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関する証明書を添
付のうえ、当該施設又は事業所を経由して松江市へ提出してください。

対 象 者

児・者区分 障がい者

障がいの種別 身体、知的、精神

必要な条件

以下の条件を満たすこと
　就労移行支援事業、就労継続支援 A 型事業、就労継続

支援 B 型事業のいずれかを利用して訓練を行い、就職
又は自営により事業の利用を終えることとなった方

⑪就職支度金
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参考：制度一覧

支援メニュー／概要 【問い合わせ】

就労移行支援事業 松江市障がい者福祉課
☎ 55-5241
FAX 55-5309
就労移行支援事業所

（P107）

　一般就労等への移行に向けて、就労移行支援事業所内での作業や、企業における実
習、適正にあった職場探し、就労後の職場定着のための支援を行います

障がい者インターンシップ事業 松江障害者就業・生活支援
センターぷらす
☎ 60-1870
FAX 60-1860
松江市障がい者福祉課
☎ 55-5304
FAX 55-5309
安来市福祉課
☎ 0854-23-3216
FAX 0854-23-3281

　障がいのある方を雇おうとする企業、一般就労を希望する障がいのある方、双方に
とって活用しやすく、負担の少ない体験型事業として「知るきっかけ」「雇うきっかけ」

「働くきっかけ」をつくる職場実習を支援します。この制度を利用する企業へ奨励金
を支給します。

特定求職者雇用開発助成金 松江公共職業安定所
☎ 22-8609
FAX 27-8537

　公共職業安定所等の紹介により障がいのある方を雇用する事業主に対し、支払った
賃金の一部を助成します。

精神障がい者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金

松江公共職業安定所
☎ 22-8609（43 ＃）
FAX 27-8537

　直ちに週 20 時間以上勤務することが難しい精神障がい者の求職者について、6 ～
12 ヵ月の期間をかけながら 20 時間以上の就業を目指すとともに、精神障がい者及
び事業主の相互理解を促進し、雇用機会の確保を目的として、精神障がい者ステップ
アップ雇用奨励金を支給します。
　また、精神障がい者がグループでお互いに支え合いながら働くことは職場適応に効
果的であることから、これを奨励するためにグループ雇用奨励加算金を支給します。

障がい者介助等助成金

島根高齢・障害者雇用支援セ
ンター
☎ 60-1677
FAX 60-1678

　重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者又は就職が特に困難と認められる
身体障がい者を常用労働者として雇い入れるか、継続して雇用している事業主が、障
がいの種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場
合に、その費用の一部を助成します。

（職場介助者の配置又は委嘱、手話通訳担当者の委嘱、健康相談医師の委嘱など）

重度障がい者等通勤対策助成金

島根高齢・障害者雇用支援セ
ンター
☎ 60-1677
FAX 60-1678

　重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者又は通勤が特に困難と認められる
身体障がい者を常用労働者として雇い入れるか、継続して雇用している事業主、また
はこれらの重度障がい者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これ
らの者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。

（住宅の賃貸、住宅手当の支払い、通勤用バスの購入、駐車場の賃借など）

＊これらの他にも、支援制度等がありますので、詳しくは「Ｐ 93 の支援機関」にお問い合わせください。
＊また、障がい者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置については、税務署等にお問い合わせください。
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①緊急通報、災害情報支援

○消防ファックスによる緊急通報
　聴覚・言語機能に障がいのある方と消防本部を文字情報で結ぶものです。
　火災や救急などの緊急時に、自宅のファックスから消防本部の緊急通報用
ファックスに指定された用紙で通報すると、あらかじめ登録してある住所、氏名、
ファックス番号等の情報が確認され、より迅速な対応を行うシステムです。
　登録希望の方は、障がい者福祉課へ申し込んでください。

○松江市防災メール
　防災・災害などに関するお知らせや気象情報（気象予警報、地震情報など）を
携帯電話のメールでお知らせします。
　視覚障がいのある方には、音声により情報提供を行います。

（1） 防災メールの登録方法
① bousai-matsue@xpressmail.jp あてに空メール（タイトル、本文を書か

ない）を送信してください。

②登録用メールが 30 分以内に届きます。免責事項をご確認のうえ、メール本
文内に記載された登録用 URL をクリックし、配信希望情報等を登録してく
ださい。

（2） 視覚障がい者向け防災メールの登録方法
　登録用紙に記入し、防災安全課まで提出してください（郵送可）。
　登録していただいた携帯電話または一般電話に音声情報により災害情報等を
お知らせします。

【問い合わせ先】
　防災安全課　☎ 55-5174　FAX 55-5617

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課

各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課

☎ 55-5304

FAX 55-5309

8　社会参加・社会復帰の支援11　災害時等の支援
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②災害時要援護者避難支援登録制度（地域で見守り・助け合い事業）

　災害が発生した時に、家族等の援助が困難でなんらかの助けを必要とする方を
事前に登録し、避難のために必要な支援を地域等と連携しておこないます。

【災害時に避難支援を受けるには】
①対象となる方で登録を希望する方は登録申請してください。⇒「登録要援護者」
②「避難支援者」を決めてください。

＊避難支援者は、災害時に支援を要する登録要援護者に対する普段からの見守りや、
災害時に一緒に避難していただくなどの支援をしていただく方です。

＊避難支援者を決められない時は、市等に相談してください。
＊登録をするためには、個人情報を地域等へ提供することに同意していただくことが

必要です。

③要援護者支援推進事業

○平成 23 年 10 月より、｢安心・安全なまちづくり事業｣ として独居高齢者、障がい者
等の要援護者の方が、住み慣れた地域でいつまでも安心・安全に暮らしていけるよう
地域コミュニティ（共助）を活用した「要援護者支援推進事業」を開始しました。

　　事業内容は、町内会自治会を基本とし各地域の実情に応じた支援組織〔要援護者支援
会議〕を設置していただき、要援護者の方の最新情報を共有することにより平常時の
見守り活動や生活支援活動、災害時における安否確認等の支援を行っていただくもの
で、松江市はこの支援組織に対して、情報の提供や立ち上げ、運営に係る経費を補助
します。

【申請窓口】
松江市障がい者福祉課
各支所市民生活課

【問い合わせ】
松江市障がい者福祉課
☎ 55-5304
FAX 55-5309
松江市保健福祉課
☎ 55-5302
松江市防災安全課
☎ 55-5690
各公民館
各民生・児童委員

【問い合わせ】

松江市保健福祉課

☎ 55-5302

【災害が起きたときの支援の流れ】 【地域で見守り・助け合い事業の対象者】

＊上記のほかに、1 人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯の方（65
歳以上）、要介護 3 以上の方など

障がいの区分

身
体
障
が
い
者
手
帳

視覚障がい ○
聴覚障がい ○
平衡機能障がい ○
音声機能障がい ○
上肢不自由 ○（1 級から 3 級）
下肢不自由 ○（1 級から 4 級）
体幹不自由 ○

乳幼児期以前の非進行性の脳病
変による運動機能障がい

上肢機能 ○
移動機能 ○

心臓機能障がい ○
じん臓機能障がい ○
呼吸器機能障がい ○
ぼうこう又は直腸の機能障がい ○
小腸の機能障がい ○
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい ○
肝臓機能障がい ○

療育手帳 ○（Ａ、Ｂ）
精神障がい者保健福祉手帳 ○（1 級、2 級）
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障がい者関係団体等一覧表

8　社会参加・社会復帰の支援参考資料

【障がい者関係団体等】

団体名等 住　　所 TEL/FAX 付　　記

島根県障害者社会参加推進センター 690-
0011

松江市東津田町 1741-3
（いきいきプラザ島根）

32-5972
32-5982

島根県身体障害者団体連合会 690-
0011

松江市東津田町 1741-3
（いきいきプラザ島根）

32-5972
32-5982

島根県視覚障害者福祉協会 690-
0884

松江市南田町 141-10
（ライトハウスライブラリー）

24-8169
28-4321

島根県ろうあ連盟 690-
0011

松江市東津田町 1741-3
（いきいきプラザ島根）

61-4701
（松江市聴覚障害者協会）

32-5922

しまね盲ろう者友の会 690-
0012

松江市古志原 2 丁目 25-25
( 原朱実方 )

24-9948
24-7337

島根県聴覚障害者情報センター 690-
0011

松江市東津田町 1741-3
いきいきプラザ島根 3F

32-5960
center@shimane-choukaku.jp

32-5961

島根県難聴者協会 697-
0023

浜田市長沢町 606-2
（白川輝美方）

（FAX のみ）
0855-23-1312

松江難聴者協会 690-
0001

松江市東朝日町 204-12
（若槻ひろみ方）

（FAX のみ）
23-2275

島根県清音会 690-
0017

松江市西津田町 7 丁目 3-11
（中倉一生方）

23-0801
（松江赤十字病院喉摘者会）

23-0801

（公社）日本オストミー協会島根県支部 690-
0877

松江市春日町 558-7
（秋鹿義廣方）

23-6415 （八雲友の会 : 松江市立病院地域医療課内☎ 60-8000）
（日赤あゆみの会 : 松江赤十字病院医療社会事業部☎ 24-2111）23-6415

島根県肢体不自由児協会 690-
0011

松江市東津田町 1741-3
（いきいきプラザ島根）

32-5972
32-5982

松江市身障者福祉協会 690-
0852

松江市千鳥町 70
（松江市総合福祉センター）

24-8550
（FAX 兼用）

島根県知的障害者福祉協会 690-
0011

松江市東津田町 1741-3
（いきいきプラザ島根）

32-5976
32-5982

島根県精神保健福祉会連合会 690-
0011

松江市東津田町 1741-3
（いきいきプラザ島根）

32-5927
（FAX 兼用）

島根県障がい者就労事業振興センター 6 9 0 -
0011

松江市東津田町 1741-3
（いきいきプラザ島根）

67-2671
67-2672

【家族会等】

団体名等 住　　所 TEL/FAX 付　　記

島根県重症心身障害児（者）を守る会 693-
0051

出雲市小山町 307-1 1003 号
（事務局　芦矢京子）

0853-23-4544
0853-23-4544

島根県心身障害児（者）親の会 690-
0011

松江市東津田町 1741-3
（いきいきプラザ島根）

32-5976
32-5982

島根県自閉症協会松江支部
（あじさいの会）

690-
2101

松江市八雲町日吉 333-167
（支部長　中村眞理子方）

54-0694
54-0694

（社）日本てんかん協会島根県支部 693-
0011

出雲市大津町 426-9
（事務局　伊藤由美方）

0853-22-9741
0853-22-9741

脳外傷友の会・らぶ 690-
0821

松江市上東川津町 1845
（事務局　新田美穂子）

24-4606
（FAX 兼用）

松江市手をつなぐ育成会 690-
0852

松江市千鳥町 70
（松江市総合福祉センター）

22-3065
22-3036

松江地区精神障がい者家族会連絡協議会

690-
0888

松江市北堀町 48
（松江市精神障がい者地域生活支援センター）

26-2222
26-2141

光雲会（松江市立病院家族会）☎ 60-8000、松江赤十字病院家族会☎ 24-2111、きょうだい・しまい「林泉の会」☎ 21-1450
碧雲会☎ 55-5811、松江市玉湯家族会☎ 55-5786、島根町かもめ会☎ 55-5726、八雲心の健康を守る会☎ 55-5766
コスモス会☎ 55-5826、さざ波の会☎ 23-5320、八雲会☎ 31-7946、松江あけぼの会☎ 27-7745、さくら嫁島家族会☎ 31-7445

松江圏域家族会連絡会 690-
0882

松江市大輪町 420
（島根県松江保健所心の健康支援グループ）

23-1316
21-2770

「水頭症児・家族」交流会 690-
0882

松江市大輪町 420
（島根県松江保健所健康増進グループ）

23-1314
21-2770

「口唇口蓋裂児・家族」交流会 690-
0882

松江市大輪町 420
（島根県松江保健所健康増進グループ）

23-1314
21-2770

「ダウン症児・家族」交流会 690-
0882

松江市大輪町 420
（島根県松江保健所健康増進グループ）

23-1314
21-2770

島根県人工内耳友の会　かがやき 699-
0203

松江市玉湯町布志名 770-11
（代表　足立　裕）

62-0390
31-7927
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【その他の支援団体等】

団体名等 住　　所 TEL/FAX 付　　記
松江ほほえみの会

（精神障がい者支援団体）
690-
0852

松江市千鳥町 70
（松江市ボランティアセンター）

27-8388
24-1020

音訳奉仕の会 690-
0852

松江市千鳥町 70
（松江市ボランティアセンター）

27-8388
24-1020

点訳奉仕の会 690-
0852

松江市千鳥町 70
（松江市ボランティアセンター）

27-8388
24-1020

一二三会
（拡大教科書作成ボランティア団体）

690-
0852

松江市千鳥町 70
（松江市ボランティアセンター）

27-8388
24-1020

要約筆記サークル
（3 団体）

690-
0852

松江市千鳥町 70
（松江市ボランティアセンター）

27-8388 要約筆記サークル松江かけはし、要約筆記
通訳の会まつえたんぽぽ、宍道かけはし24-1020

手話サークル
（4 団体）

690-
0852

松江市千鳥町 70
（松江市ボランティアセンター）

27-8388 手話サークル千鳥、手話サークルこしばら、手話
サークルすみれ、手話サークルわかば会24-1020

コスモスの会
（障がい者余暇活動支援）

690-
0852

松江市千鳥町 70
（松江市ボランティアセンター）

27-8388
24-1020

【特別支援学校・通級指導教室等】

団体名等 住　　所 TEL/FAX 付　　記

島根県教育センター 690-
0873 松江市内中原町 255-1

22-5870 教育相談スタッフ
特別支援教育セクション22-6466

島根県立松江養護学校 690-
0823 松江市西川津町 31

26-6880
特別支援学校（知的障がい）

26-6871

島根県立松江清心養護学校 690-
0864 松江市東生馬町 11

36-8720
特別支援学校（肢体不自由）

36-8738

島根県立松江緑が丘養護学校 690-
0015 松江市上乃木 5-18-1

23-9500
特別支援学校（病弱）

23-9517

島根県立盲学校 690-
0122 松江市西浜佐陀町 468

36-8221
特別支援学校（視覚障がい）

36-8222

島根県立松江ろう学校 690-
0121 松江市古志町 191-6

36-7222
特別支援学校（聴覚障がい）

36-7223

松江市立母衣小学校 690-
0883 松江市北田町 273

21-2143
通級指導教室

21-2143

松江市立中央小学校 690-
0002 松江市大正町 398

23-6960
通級指導教室

23-6960

松江市立古志原小学校 690-
0012 松江市古志原 4-6-1

24-3838
通級指導教室

24-3838

松江市立古江小学校 690-
0151 松江市古曽志町 1759

36-5068
通級指導教室

36-5068

松江市立第二中学校 690-
0823 松江市西川津町 3402-1

25-8402
通級指導教室

25-8402

松江市立第三中学校 690-
0001 松江市東朝日町 14

21-2202
通級指導教室

21-2202

松江市立第四中学校 690-
0017 松江市西津田 10-20-1

24-4200
 通級指導教室

24-4200

母衣幼稚園 690-
0883 松江市北田町 273

21-5656
特別支援幼児教室

21-5656

中央幼稚園 690-
0002 松江市大正町 398

27-1100
特別支援幼児教室

27-2180

幼保園のぎ 690-
0058 松江市田和山町 108

60-2605
特別支援幼児教室

60-2608

城北幼稚園 690-
0871 松江市東奥谷町 229

21-0580
特別支援幼児教室

21-0580

しんじ幼保園 690-
0401 松江市宍道町宍道 458-2

66-7010
特別支援幼児教室

66-0060 

【家族会等（続き）】

団体名等 住　　所 TEL/FAX 付　　記

「二分脊椎症児・家族」交流会 690-
0882

松江市大輪町 420
（島根県松江保健所健康増進グループ）

23-1314
21-2770

「若年性関節リウマチ児・家族」交流会 690-
0882

松江市大輪町 420
（島根県松江保健所健康増進グループ）

23-1314
21-2770

「失語症患者・家族の会」
（だんだんトークの会）

690-
0882

松江市大輪町 420
（島根県松江保健所健康増進グループ）

23-1314
21-2770

松江市ことばを育てる親の会 690-
0852

松江市千鳥町 70
（松江市ボランティアセンター）

27-8388
24-1020

障害者いきいきネットワーク
（障がい者自身の交流）

690-
0852

松江市千鳥町 70
（松江市ボランティアセンター）

27-8388
24-1020

島根ハーネスの会 690-
0056

松江市雑賀町 1559
三輪美保子方

090-4691-4629 盲導犬ユーザー及び支援者の会
（盲導犬の普及、啓発活動等）24-8013

日本網膜色素変性症協会
（JRPS）山陰支部

690-
0001

松江市東朝日町 118-1
 岩谷誠方

090-7775-9386
または 32-1222

網膜色素変性症患者の会
（事務局：ライトハウスライブラリー内）　
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障がい者支援施設
※事業種別欄は「入所」は施設入所支援、「生活」は生活介護、「自 ( 生 )」は自立訓練 ( 生活訓練 )、「自 ( 機 )」は自立訓練 ( 機能訓練 )、「移行」は就労移行支援、「継続 A」は
　就労継続支援 A 型、「継続 B」は就労継続支援 B 型

施　　設　　名 所　在　地 電話番号
定　　員

入所 生活 自 ( 生 ) 自 ( 機 ) 移行 継続 A 継続 B

厚生センター晴雲寮 松江市上乃木 7-1-28 0852-27-5192 80 80

しののめ寮 松江市宍道町西来待 2074-1 0852-66-7772 50 55

まがたま荘 松江市玉湯町玉造 1649-2 0852-62-2535 60 80

授産センターよつば 松江市打出町 43 0852-36-7888 60 50 40

持田寮 松江市東持田町 1415 0852-24-8820 30 22 13

はばたき 松江市島根町大芦 5707 0852-85-3115 40 40

希望の園 松江市山代町 934-10 0852-21-0791 30 40 6 34

シリウス苑 松江市法吉町 624-1 0852-27-4700 40 40

障がい福祉サービス事業所一覧表（平成 23 年 10 月 1 日現在）　（松江圏域）

障がい福祉サービス事業所 [ 訪問系サービス ( 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護 )]

施　　設　　名 所　在　地 電話番号 居宅 重度訪問介護 行動援護 同行援護

JA くにびきヘルパーステーション 松江市西津田 3-5-16 0852-28-3040 ○ ○ ○

サンキ・ウエルビィ介護センター松江 松江市東津田町 1787 0852-20-6310 ○ ○ ○

訪問看護・介護ステーション　すずらん 松江市上乃木七丁目 5-16 0852-55-8588 ○ ○ ○ ○

身体・知的指定居宅支援事業所　持田ヘルパーステーション 松江市川原町 292-2 0852-34-1515 ○ ○

株式会社　いずみ 松江市西川津町 491-11 0852-24-7727 ○ ○ ○

ヘルパーステーション　すみれ 松江市中原町 313-1 0852-24-4002 ○ ○

ニチイケアセンター浜乃木 松江市浜乃木 6-6-23 0852-55-6433 ○ ○ ○

ヘルパーステーション　おおきな木 松江市東忌部町 3173-1 0852-33-2322 ○ ○ ○

障害者居宅介護等事業　ねぎらい 松江市山代町 934-5 0852-31-3328 ○ ○

法吉ヘルパーステーション 松江市西法吉町 35-20 0852-25-5403 ○

大庭指定訪問介護事業所 松江市佐草町 2-2 0852-31-3775 ○ ○ ○

湖北ふれあい　しんじ湖温泉ヘルパーステーション 松江市千鳥町 71 0852-27-3755 ○ ○

津田訪問介護センター 松江市西津田十丁目 19-50 0852-28-3101 ○ ○ ○

厚生センター　あいあい 松江市上乃木七丁目 1-28 0852-24-4875 ○ ○

生協ヘルパーステーション 松江市佐草町 456-1 0852-27-8986 ○ ○

ふれあいヘルパーステーション 松江市西津田七丁目 14-21 0852-26-7608 ○ ○

ホームヘルプサービスこだま 松江市西嫁島 1-1-19 0852-28-8162 ○ ○ ○ ○

特定非営利活動法人　はっぴぃライフ 松江市雑賀町 86 0852-28-6266 ○ ○

ヘルパーステーション　まごころ 松江市古志原 1-14-1 0852-61-4155 ○

あおぞら介護センター 松江市古志原七丁目 4-14 0852-20-2123 ○ ○

千鳥福祉会ケアセンター大空 松江市東持田町 1415 0852-24-8807 ○ ○ ○ ○

ゆうなぎ訪問介護事業所 松江市島根町大芦 5707 番地 0852-85-3636 ○

医療法人昌林会　ヘルパーステーションやすぎ 安来市安来町 899-1 0854-23-2299 ○ ○

社会福祉法人　安来市社会福祉協議会 安来市安来町 878-1 0854-23-1855 ○

太陽ヘルパーステーション 安来市広瀬町広瀬 1911-1 0854-32-9260 ○

エプロンの会 安来市安来町 1576 0854-22-0808 ○ ○

介護派遣センター　あくしゅ 松江市内中原町 248-38 0852-25-7797 ○ ○

株式会社ウェルネス湖北　介護センター松江 松江市黒田町 454-1 0852-20-2001 ○ ○

JA やすぎヘルパーステーション 安来市飯島町 1205 番地 1 0854-23-8230 ○ ○

全労済在宅介護サービスセンター　ほほえみ 松江市東出雲町錦新町 8 丁目 1-1 0852-52-6310 ○ ○ ○

松江市社会福祉協議会　宍道介護センター 松江市宍道町上来待 213-1 0852-66-7311 ○

松江市社会福祉協議会　松江社協介護センター 松江市鹿島町佐陀本郷 640 番地 1 0852-82-2581 ○

松江市社会福祉協議会　松南介護センター 松江市八雲町西岩坂 355-1 0852-54-0848 ○

松江市社会福祉協議会　八束介護センター 松江市八束町波入 1933 0852-76-2626 ○

松江市社会福祉協議会　美保関介護センター 松江市美保関町片江 2268-8 0852-72-3335 ○

ヘルパーステーション　ぬくもりの里 松江市西川津町 533-1 0852-60-0808 ○ ○

学園ヘルパーステーション 松江市学園 2 丁目 7 番 16 号 0852-26-9906 ○ ○

訪問介護事業所　花きりん 松江市古志原 2 丁目 18-23-202 0852-61-5757 ○ ○ ○

にこにこヘルパーさん 松江市大庭町 1274 番地 16 0852-25-8011 ○ ○ ○

ハピネヘルパーステーション松江 松江市学園 2 丁目 33 番 27 号 0852-20-5115 ○ ○

ケアサポートコスモス 松江市上乃木 2 丁目 7 番 17 号 0852-24-1516 ○ ○

いつつぼし 松江市法吉町 50 番 12 号 0852-25-5907 ○

株式会社キラリ 松江市下東川津町 168 0852-67-2381 ○ ○

東寿苑ヘルパーステーション 松江市東出雲町出雲郷 493 0852-52-5998 ○ ○

青い鳥 松江市八雲台二丁目 9-8 0852-23-8804 ○ ○ ○

北陽マイズホームヘルパー 松江市袖師町 9-35 0852-28-3316 ○ ○

ヘルパーステーション心暖 松江市玉湯町湯町 190-1 0852-62-1166 ○ ○

アースサポート松江 松江市古志原一丁目 6 番 1 号 0852-28-6311 ○ ○ ○



107 絆 （きずな） —  まつえ障がい福祉ガイドブック

参
考
資
料

障がい福祉サービス事業所［療養介護］
事　業　所　名 所　在　地 電話番号 定員

独立行政法人　国立病院機構　松江医療センター 松江市上乃木五丁目 8-31 0852-21-6131 70

障がい福祉サービス事業所 [ 短期入所 ]
施　　設　　名 所　在　地 電話番号

独立行政法人　国立病院機構　松江医療センター 松江市上乃木五丁目 8-31 0852-21-6131

希望の園 松江市山代町 934-10 0852-21-0791

シリウス苑 松江市法吉町 624-1 0852-27-4700

知的障害者授産施設四ツ葉園 松江市古志町 1551-4 0852-36-8877

授産センターよつば 松江市打出町 43 0852-36-7888

アイリス 松江市内中原町 192-1 0852-24-6725

持田寮 松江市東持田町 1415 0852-24-8820

重症心身障害児施設　松江療育園 松江市東生馬町 15-1 0852-36-8011

みのりの家 松江市島根町大芦 5707 0852-85-3115

尼子苑 安来市広瀬町下山佐 330-3 0854-32-9070

コミュニティハウス　あさひ 安来市安来町 927-2 0854-22-3430

わこう苑ショートステイ 松江市東出雲町下意東 3148-1 0852-52-7333

まがたま荘 松江市玉湯町玉造 1649-2 0852-62-2535

知的障害者指定短期入所事業　さくらの家 松江市東忌部町 3173-1 0852-33-2661

障害者支援施設　晴雲寮 松江市上乃木 7 丁目 1 番 28 号 0852-27-5192

しののめ寮 松江市宍道町西来待 2074-1 0852-66-7772

ゆめはうす 松江市西川津町 491-11 0852-24-7727

暖暖の家 松江市下東川津町 251-1 0852-27-1000

障がい福祉サービス事業所［生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援］
※事業種別欄は「生活」は生活介護、「自 ( 生 )」は自立訓練 ( 生活訓練 )、「自 ( 機 )」は自立訓練 ( 機能訓練 )、「自（宿）」は自立訓練（宿泊型）、「移行」は就労移行支援、「継続 A」は
　就労継続支援 A 型、「継続 B」は就労継続支援 B 型

事　業　所　名 所　在　地 電話番号
指定事業種別及び定員

生活 自 ( 生 ) 自 ( 機 ) 自（宿） 移行 継続 A 継続 B
ピー・ター・パン 松江市邑生町 662-1 0852-34-9734 35

多機能型事業所こだま 松江市西嫁島 1-1-19 0852-28-8162 15 10

障害福祉サービス事業所　you 愛 松江市菅田町 438-1 0852-24-1117 30 10

指定生活介護事業所　やすらぎの家 松江市古志町 718-1 0852-36-6444 30

L.C.C. ういんぐ 松江市東持田町 1415 0852-24-8871 25 15

ワークセンターフレンド 松江市東持田町 1415 0852-60-2693 20

まるべりー松江 松江市天神町 93 0852-60-1858 10 20 10

就労継続支援 B 型事業所　ショップみけねこ 松江市古志原 5 丁目 820-13 0852-31-9089 20

パック　しまね 松江市西川津町 1534-3 0852-24-7003 10 30

多機能事業所さくらの家 松江市東忌部町 3173-1 0852-33-2661 43 6 11

さくらんぼの家 松江市島根町大芦 2328-1 050-5205-8242 20

NPO　ひだまり 松江市玉湯町湯町 1801 番地 1 0852-62-2550 20

ワークハウス「しののめ」 松江市東出雲町揖屋 1134-1 0852-52-6850 20

東寿苑デイサービスセンター 松江市東出雲町出雲郷 493 0852-52-3330 25 25

櫻苑 安来市植田町 226-10 0854-28-8778 6 6 28

就労継続支援 B 型事業所　チューリップの里 安来市伯太町東母里 531 0854-37-0188 20

ぎば工房ひろせ 安来市広瀬町広瀬 1590 0854-32-2505 20

松江毛筆授産場 松江市内中原町 190-4 0852-21-2375 20

通所はばたき 松江市島根町大芦 2178-3 0852-85-9021 15 20

障害福祉サービス事業所　みずうみの里 松江市宍道町白石 1630-3 0852-66-0450 20

特定非営利活動法人　松江さくら会 松江市嫁島町 4-29 0852-31-7445 6 14

八雲会 松江市大庭町 761-1 0852-31-7946 20

アクティブ よつば事業所 松江市東出雲町内馬 1415-1 0852-52-4444 20

多機能型事業所　のぞみ 松江市古志町 720-1 0852-36-5353 6 20

センターはばたき 松江市学園 1 丁目 6-38 0852-24-8409 6 20

ゆめはうす 松江市西川津町 491-13 0852-24-7727 15

ワークセンターやすぎ 安来市安来町 954-1 0854-23-0909 20

梨の木園 安来市飯梨町 303-1 0854-28-6048 20 35

にじの家 松江市美保関町七類 1587 0852-72-2706 20

松江あけぼの作業所 松江市西川津町 2652-13 0852-27-7745 20

株式会社江友 松江市玉湯町布志名 637 番地 83 0852-62-2200 20

指定障がい福祉サービス事業所 コスモス 松江市大庭町 1459-1 0852-23-3360 20 15

ワークセンター島根 松江市矢田町 250-110 0852-22-4105 40

若草園 松江市内中原町 192-1 0852-24-6725 15 35

ハートボックス 松江市黒田町 460-1 0852-67-2184 20
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障がい福祉サービス事業所 [ 共同生活介護（ケアホーム）、共同生活援助（グループホーム）]
施　　設　　名 所　在　地 電話番号 利用定員 ケアホーム グループホーム

もみじホーム 松江市上乃木九丁目 1-26　ヒルズ K　101 号室 0852-33-2661 8 ● ●

互助の館 松江市矢田町 484-6 0852-21-0789 48 ● ●

ひまわりの家 松江市東朝日町 204-4 0852-85-3115 26 ● ●

まがたま荘 松江市玉湯町玉造 1649-2 0852-62-2535 25 ● ●

千鳥福祉会ウインザー 松江市下東川津町 159-1 0852-24-8820 23 ● ●

千鳥福祉会のっと 松江市西持田町 880-1 0852-24-8820 15 ●

千鳥福祉会つばきの里 松江市西川津町 336-1 0852-24-8820 10 ●

たんぽぽ事業所 松江市古志町 644 番地 6 0852-36-8877 35 ● ●

共同生活援助事業 GH 八雲ハイツ 松江市矢田町塚脇 107-4 0852-23-3456 5 ●

暖暖の家 松江市下東川津町 251-1 0852-27-1000 20 ● ●

千鳥福祉会　かのん 松江市西川津町 722-21 0852-24-8820 4 ●

共同生活介護事業所　はるか 松江市宍道町西来待 900-1 0852-66-0388 6 ●

コミュニティハウスはしま 安来市飯島町字川尻 1514 0854-22-3411 28 ●

あおぞら 安来市飯梨町 303-1 0854-28-6048 6 ● ●

ワコウハウス 松江市東出雲町下意東 2383-4 0852-52-7333 5 ●

ワコウホーム 松江市東出雲町下意東 3151-3 0852-52-7333 20 ● ●

わこう寮 松江市東出雲町下意東 3151-3 0852-52-7333 20 ● ●

ケアホームよつば 松江市打出町 25-1 0852-36-7888 7 ●

きたほりハウス 松江市古志原 6-12-42 0852-26-2222 8 ●

しおかぜ 松江市島根町大芦 2173-4 0852-23-9925 6 ●
※電話番号は経営主体のものを掲載しています。

点字図書館
施　　設　　名 所　在　地 電話番号

ライトハウスライブラリー 松江市南田町 141-10 0852-24-8169

聴覚障がい者情報提供施設
施　　設　　名 所　在　地 電話番号

島根県聴覚障害者情報センター 松江市東津田町 1741-3 0852-32-5960

○障がい児施設支援
障がい児通所支援

施　　設　　名 所　在　地 電話番号

デイサービスつわぶき 松江市乃木福富町 318-1 0852-60-1818

ふじのみ園 松江市春日町 532-5 0852-21-3142

ゆめはうす 松江市西川津町 491-13 0852-24-7727

みのりの家 松江市島根町大芦 5707 0852-85-3115

キッズスペースゆうあい 松江市北堀町 35-14 0852-32-8645

障がい児入所支援

施　　設　　名 所　在　地 電話番号

松江学園 松江市島根町大芦 5707 0852-85-3115

松江整肢学園 松江市東生馬町 15-1 0852-36-8011

松江療育園 松江市東生馬町 15-1 0852-36-8011
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指定相談支援事業所

事　業　所　名 所　在　地 電話番号

指定相談支援事業所　四ツ葉園ハローネット 松江市古志町 1551-4 0852-36-8877

授産センターよつば 松江市打出町 43 0852-36-7888

厚生センター相談支援事業所 松江市千鳥町 70 0852-60-0400

相談支援事業所ビ・フレンディング 松江市大庭町 1461-3 0852-23-4111

肢体不自由児施設　松江整肢学園 松江市東生馬町 15-1 0852-36-8011

まがたま荘 松江市玉湯町玉造 1649-2 0852-62-2535

安来地域活動支援センター　ステップ 安来市安来町 927-2 0854-22-3411

エプロンの会 安来市安来町 1576 0854-22-0808

ぎば工房ひろせ　相談支援センター 安来市広瀬町広瀬 1590 0854-32-2505

櫻苑 安来市植田町 226 番地 10 0854-28-8778

指定相談支援事業所しののめ 松江市東出雲町揖屋 1134-1 0852-52-6850

ねっとわーくしののめ 松江市宍道町西来待 2074-1 0852-66-7772

指定相談事業所ジョイ 松江市石橋町 225 0852-59-2334

アクティヴきたほり 松江市北堀町 48 0852-26-2222

梨の木園 安来市飯梨町 303-1 0854-28-6048

千鳥福祉会ケアセンター大空 松江市東持田町 1415 0852-24-8807

地域活動支援センター

施　　設　　名 所　在　地 電話番号

松江さくら会第一共同作業所 松江市嫁島町 4-29 0852-21-0207

ビ・フレンディング 松江市大庭町 1461-3 0852-23-4111

L.C.C. ういんぐ 松江市東持田町 1415 0852-24-8871

地域活動支援センターどんぐり館 松江市八雲町東岩坂 111-5 0852-54-2135

アクティヴきたほり 松江市北堀町 48 0852-26-2222

地域活動支援センタージョイ 松江市石橋町 225 0852-59-2334

しののめ 松江市東出雲町揖屋 1134-1 0852-52-6850

クトワークス 松江市宍道町東来待 2226 0852-66-1287

安来地域活動支援センター　ステップ 安来市安来町 927-2 0854-23-0357

松江市地域生活支援事業　指定事業所一覧表（平成 23 年 10 月 1 日現在）
サービス種類 事業所名 所　在　地 電話番号 対象とする障がい種別

移動支援

障害者居宅介護等事業　ねぎらい 松江市山代町 934-5 0852-31-3328 身体 肢体 視覚 知的 児童

厚生センター　あいあい 松江市上乃木七丁目 1-28 0852-24-4875 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

法吉ヘルパーステーション 松江市西法吉町 35-20 0852-27-5100 身体 肢体 視覚 精神

千鳥福祉会ケアセンター大空 松江市東持田町 1415 0852-24-8807 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

ゆうなぎ訪問介護事業所 松江市島根町大芦 5707 0852-85-3600 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

JA くにびきヘルパーステーション 松江市西津田 3-5-16 0852-28-3040 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

青い鳥 松江市八雲台二丁目 9-8 0852-23-8804 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

大庭指定訪問介護事業所 松江市佐草町 2-2 0852-31-3775 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

さわやか東部ライフサポートセンター 松江市御手船場町 557-7 0852-23-5303 身体 肢体 視覚 知的 児童

サンキ・ウエルビィ介護センター松江 松江市浜乃木 6-16-1 0852-20-6310 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

全労済在宅介護サービスセンター　ほほえみ 松江市伊勢宮町 543-3　労済会館別館 0852-27-1526 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

松江社協介護センター 松江市鹿島町佐陀本郷 640-1 0852-82-2581 身体 肢体 視覚 知的 児童

指定国立病院機構

施　　設　　名 所　在　地 電話番号 定員 入所 通所 備考

独立行政法人国立病院機構松江医療センター 松江市上乃木 5-8-31 0852-21-6131 10 10 肢体不自由児（進行性筋萎縮症児病棟）

独立行政法人国立病院機構松江医療センター 松江市上乃木 5-8-31 0852-21-6131 85 85 重症心身障害児病棟
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松江市地域生活支援事業　指定事業所一覧表（平成 23 年 10 月 1 日現在）
サービス種類 事業所名 所　在　地 電話番号 対象とする障がい種別

津田訪問介護センター 松江市西津田 10-19-50 0852-28-3101 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

特定非営利活動法人　はっぴいライフ 松江市雑賀町 86 0852-28-6266 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

訪問看護・介護ステーション　すずらん 松江市上乃木七丁目 5-16 0852-21-6633 身体 肢体 視覚 知的 児童

ホームヘルプサービス　こだま 松江市西嫁島 1-1-19 0852-28-8162 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

株式会社ウェルネス湖北　介護センター松江 松江市黒田町 454-1 0852-20-2001 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

ヘルパーステーション　おおきな木 松江市東忌部町 3173-1 0852-33-2322 身体 肢体 知的

ケアーステーション　やわらぎ 出雲市知井宮町 1192 0853-21-4820 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

株式会社　いずみ 松江市西川津町 491-11 0852-24-7727 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

松江市社会福祉協議会美保関介護センター 松江市美保関町片江 2268-8 0852-72-2233 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

松江市社会福祉協議会松南介護センター 松江市八雲町西岩坂 355-1 0852-54-0848 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

松江市社会福祉協議会八束介護センター 松江市八束町波入 1933 0852-76-2626 身体 肢体 視覚 知的 児童

社会福祉法人　親和会　ふたば園 出雲市神西沖町 2476-1 0853-43-2461 知的

ヘルパーステーション　合歓の郷 江津市後地町 821 0855-55-3131 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

あおぞら介護センター 松江市古志原 7 丁目 4 番 14 号 0852-20-2123 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

株式会社　すみれ 松江市浜乃木 3 丁目 3-26 0852-24-4002 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

持田ヘルパーステーション 松江市川原町 292-2 0852-34-1515 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

コミュニティサポートいずも 出雲市里方 116 番地 0853-20-1285 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

ヘルパーステーションまごころ 松江市古志原 1-14-1 0852-61-4155 身体 肢体 視覚 知的 児童

ニチイケアセンター浜乃木 松江市浜乃木 6-6-23 0852-55-6433 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

にこにこヘルパーさん 松江市大庭町 1274 番地 16 0852-25-8011 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

ふれあいヘルパーステーション 松江市西津田七丁目 14 番 21 号 0852-26-7608 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

ケア・サポートコスモス 松江市上乃木二丁目 7 番 17 号 0852-24-1516 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

生協ヘルパーステーション 松江市佐草町 456 番地 1 0852-27-8986 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

サポートセンターまがたま荘 松江市玉湯町玉造 1649 番地 2 0852-62-2535 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

特定非営利活動法人　京都障害者協力会　つむぎ 京都市南区唐橋経田町 5-3 075-681-6065 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

訪問介護事業所　花きりん 松江市古志原二丁目 18 番 23 号 -202 0852-61-5757 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

金太郎の家障害福祉サービス 出雲市斐川町学頭 1463 番地 10 0853-72-5110 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

訪問介護事業所ありがとう 和歌山県和歌山市上野 417-11 073-462-2004 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

Sun Room　ぴあねっと 旭川市宮下通 23 丁目 6 番 157 号 0166-32-3910 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

ホームヘルプセンター つわぶき 和歌山県和歌山市西庄 1107-45 073-454-2940 身体 肢体 視覚 知的 児童

株式会社 キラリ 松江市下東川津 168 0852-67-2381 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

東寿苑ホームヘルパーステーション 松江市東出雲町出雲郷 493 0852-52-5998 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

特定非営利法人 ヘルパーステーションいぶき 浜田市熱田町 716-34 0855-27-0767 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

学園ヘルパーステーション 松江市学園二丁目 7 番 16 号 0852-26-9906 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

日中一時支援

知的障害者授産施設　希望の園 松江市山代町 934-10 0852-21-0791 知的

知的障害者短期入所事業　さくらの家 松江市東忌部町 3173-1 0852-33-2661 知的

知的障害者更生施設　持田寮 松江市東持田町 1415 0852-24-8820 身体 肢体 視覚 聴覚 内部 知的 児童 精神

知的障害者授産施設　四ツ葉園 松江市古志町 1551-4 0852-36-8877 身体 肢体 知的

アイリス 松江市内中原町 192-1 0852-24-6725 知的 児童 ( 中学以上）

みのりの家 松江市島根町大芦 5707 0852-85-3115 身体 肢体 視覚 聴覚 内部 知的 児童 精神

独立行政法人国立病院機構松江医療センター 松江市上乃木五丁目 8-31 0852-21-6131 身体 肢体 視覚 聴覚 内部 知的 児童(重度障がい）

重症心身障害児施設　松江療育園 松江市東生馬町 15-1 0852-36-8011 知的 児童(重度障がい）

知的障害者更生施設　ふたば園更生部 出雲市神西沖町 2476-1 0853-43-2461 知的

さざなみ学園 出雲市神西沖町 2534-2 0853-43-2252 児童

知的障害者更生施設　美野園 出雲市美野町 1694-2 0853-67-0500 知的 児童

知的障害者授産施設　ふたば園 出雲市神西沖町 2476-1 0853-43-2461 知的

株式会社　いずみ 松江市西川津町 491-11 0852-24-7727 身体 肢体 視覚 聴覚 内部 知的 児童 精神

障害福祉サービス事業所　you 愛 松江市菅田町 438 番地 1 0852-24-1117 身体 肢体 視覚 聴覚 内部 知的 児童 精神

短期入所事業所　清風園 大田市川合町吉永 1025 0854-82-5300 身体 肢体 知的 児童

しののめ寮 松江市宍道町西来待 2074-1 0852-66-7772 身体 肢体 視覚 聴覚 知的 児童

障害者デイサービスセンター おおきな木 松江市東忌部町 3173-1 0852-33-2661 身体 肢体 知的

株式会社 キラリ 松江市下東川津町 168 0852-67-2381 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

ケア・サポートコスモス 松江市上乃木二丁目 7 番 17 号 0852-24-1516 身体 肢体 視覚 知的 児童 精神

キッズスペースゆうあい 松江市北堀町 35-14 0852-32-8645 児童

地域活動支援
センターⅡ型 知的障害者通所更生施設　L.C.C. ういんぐ 松江市東持田町 1415 0852-24-8871 知的



111 絆（きずな）—まつえ障がい福祉ガイドブック

参
考
資
料

障がい者のシンボルマーク
障がい者のための国際シンボルマーク

　国際リハビリテーション協会によって、障がいのある人々が利用できる建築物や公共輸
送機関であることを示す、世界共通の国際シンボルマークとして定められたものです。特
に車いすを利用する障がい者を限定し使用されるものではなく、すべての障がいのある方
を対象としたものです。

○関係機関・団体：財団法人日本障害者リハビリテーション協会

視覚障がい者のための国際シンボルマーク

　世界盲人連合が定めた世界共通の国際シンボルマークです。「このマークを手紙や雑誌の
冒頭に、あるいは歩行用に自由に使用してよい。色はすべて青にしなければならない。」と
されています。

○関係機関・団体：世界盲人連合

聴覚障がい者を表示する国際シンボルマーク

　世界ろう連盟が定めた世界共通の国際シンボルマークです。いくつかの国で定期刊行物
やポスターに使用されています。またろう者が通訳その他のサービスを受けられる場所で
も使用されています。

○関係機関・団体：世界ろう連盟

聴覚障がい者のシンボルマーク（国内：耳マーク）

　聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。聴覚障がい者は、障
がいそのものが分かりにくいため誤解されたり、不利益や危険にさらされたりするなど、
社会生活上の不安があることから、聞こえないことへの配慮を求める場合などに使用され
ています。

○関係機関・団体：社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

ハート・プラスマーク

　内部障がいや内臓疾患があることを示すマークです。身体に不自由があっても外観から
は分からないため、いろいろな場所で「辛い、しんどい」と声に出せず我慢している方が
います。そんな方の存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするためのマークです。

○関係機関・団体：特定非営利活動法人ハート・プラスの会

オストメイトマーク
　オストメイト（人工肛門、人工膀胱を保有する方）を示すマークです。オストメイト対
応トイレには、入口に表示されています。
　オストメイト対応トイレとは、排泄物の処理、腹部の人工肛門周辺皮膚や装具の洗浄な
どができる配慮がされているトイレです。
○関係機関・団体：社団法人日本オストミー協会

身体障がい者補助犬啓発マーク

　身体障がい者補助犬同伴の啓発のためのマークです。
　補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬の３種類をいいます。
　公共施設をはじめ、いろいろな場所で補助犬を受け入れることは、身体障がい者補助犬
法で義務づけられています。

○関係機関・団体：厚生労働省社会・援護局

身体障がい者標識（四ツ葉のクローバーマーク）

　肢体不自由であることを理由に免許に条件が付されている方が、その障がいが自動車の
運転に影響を及ぼすおそれがあるときに、運転する車に表示する標識です。
　危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に無理に幅寄せや割り
込みを行った運転者は、道路交通法の規定で罰せられます。

○関係機関・団体：各警察署、交通安全協会

聴覚障がい者標識（聴覚障がい者マーク）
　政令で定める程度の聴覚障がいのあることを理由に免許に条件を付されている方が、周
囲の運転者に対する注意喚起のため、運転する車に表示する標識です。
　危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に無理に幅寄せや割り
込みを行った運転者は、道路交通法の規定で罰せられます。
○関係機関・団体：各警察署、交通安全協会
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【障がいの表記について】

　「松江市ひとにやさしいまちづくり条例」
の理念に基づき、「心のバリアフリー」を推進
するため「害」という漢字のマイナスの印象
を考慮し、障がい者の人権をより尊重する観点
から「障害」を「障がい」とひらがな表記に
することにします。（ただし団体や機関等の
名称については、今までどおり漢字による表
記にしています。）
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